
 

行田羽生資源環境組合会計規則 

令和４年４月１日 

規則第１７号 

目次 
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第５章 歳入歳出外現金及び保管有価証券（第５７条―第６１条） 

第６章 決算（第６２条） 

第７章 検査（第６３条―第６５条） 

第８章 監督責任、保管責任及び事務引継（第６６条―第７０条） 

第９章 帳簿、帳票等（第７１条―第７７条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、組合の会計事務につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 課 行田羽生資源環境組合組織規則（令和４年規則第１号）第２条に規定す

る課をいう。 

⑵ 課長 前号に規定する課の長又はこれに相当する職にある者をいう。 

⑶ 歳入徴収権者 管理者及び収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をい

う。 

⑷ 支出命令権者 管理者及び支出に係る命令の権限の委任を受けている者をい

う。 
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⑸ 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた

出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。 

⑹ 納入通知書等 納入通知書、納付書及び納入書をいう。 

⑺ 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の

者をいう。 

⑻ 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴したもの又は法令の

規定若しくは契約により組合が保管する現金及び有価証券で、組合の所有に属

しないものをいう。 

（会計事務の指導統括） 

第３条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。 

２ 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査す

ることができる。 

（出納員等） 

第４条 組合に出納員及び現金取扱員（以下「出納員等」という。）を置く。 

２ 出納員等の設置箇所及びこれに充てるべき職は、別表のとおりとする。 

３ 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を出納員に委

任するものとする。 

４ 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務のうち、別表に掲げる事務を現

金取扱員に委任するものとする。 

（出納員等の任命等） 

第５条 出納員等は、別に辞令を用いることなく、前条第２項の職にある間、出納

員又は現金取扱員を命ぜられたものとみなす。 

２ 管理者は、出納員等に事故がある場合又は欠けた場合において、必要があると

認めるときは、会計管理者と協議の上別に出納員等を任命することができる。 

３ 管理者は、前項の規定により出納員等を任命した場合において、その必要がな

くなったときは、直ちに出納員等を解任しなければならない。 

（収入通知書及び支出伝票の送付期限） 

第６条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書及び支出伝票は、翌年度の４月２０日
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までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るものについては、この限りでない。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１４

２条第１項第３号ただし書の規定に関する収入通知書 

⑵ 令第１４２条第３項の規定に関する収入通知書 

⑶ 令第１５９条の規定に関する収入通知書 

⑷ 令第１６５条の７の規定に関する過誤納還付命令書 

（会計管理者の審査及び確認） 

第７条 会計管理者は、収入通知書又は支出伝票の送付を受けた場合は、法令及び

関係書類に基づき、その内容を審査し、当該収入通知書又は支出伝票が次の各号

のいずれかに該当するときは、歳入徴収権者又は支出命令権者にこれを返付しな

ければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、実地調

査等の方法によることができる。 

⑴ 収入又は支出（以下「収支」という。）の内容に過誤があるとき。 

⑵ 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。 

⑶ 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、当該債務が確定しているこ

とを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。 

⑷ 支出に係る配当予算がないとき又は予算の目的に反するとき。 

２ 会計管理者は、支出負担行為の合議を受けたときは、前項に規定する手続に準

じ、その内容を審査し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付し

てこれを返付しなければならない。 

（首標金額の表示） 

第８条 納入通知書等、収入通知書、支出伝票その他の収支に関する証拠書類（次

条において「収支に関する証拠書類」という。）の首標金額の表示は、算用数字

を用い、その頭初に「￥」の記号を併記しなければならない。ただし、電子計算

機により出力し、又は作成された収支に関する書類については、この記号を省略

することができる。 

（証拠書類の訂正） 
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第９条 収支に関する証拠書類の首標金額は、これを訂正してはならない。 

２ 収支に関する証拠書類の首標金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、

訂正を要する部分に二線を引き、訂正者の認印を押印し、その上部に正書するも

のとする。 

（歳計現金の現在高報告） 

第１０条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、歳計現金現在高報告書を

作成し、毎月管理者に報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、随時に歳計

現金現在高報告書の提出を求めることができる。 

第２章 収入 

（歳入の調定） 

第１１条 歳入徴収権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、

契約書その他の関係書類に基づき、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入

者、納期限及び納入場所を調査決定（以下「調定」という。）しなければならな

い。 

２ 歳入徴収権者は、法令又は契約により分割して納付される歳入については、納

期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。 

（事後調定） 

第１２条 その性質上納付前に調定できない収入は、歳入徴収権者が会計管理者等

からの納入済通知書その他収入に関する通知に基づき、調定することができる。 

（調定の変更） 

第１３条 歳入徴収権者は、調定をした後において、当該調定をした金額に変更す

べき事実を確認したときは、直ちにその事実に基づく増加額又は減少額に相当す

る金額について調定をしなければならない。 

（会計管理者への通知） 

第１４条 歳入徴収権者は、第１１条から前条までの規定により調定をし、又は調

定の変更をしたときは、直ちに収入調定通知書により会計管理者に通知しなけれ

ばならない。ただし、出納員が即時受領する収入金については、毎月分を取りま
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とめ翌月５日までに通知することができる。 

（収入手続の原則） 

第１５条 歳入徴収権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書等を作成

し、納入者に送付しなければならない。ただし、第１２条の規定により調定した

場合又は会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し

収納する場合は、この限りでない。 

（収入決定書による収納） 

第１６条 地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、預金利子、配当

金、組合債、一時借入金等納入通知書又は納付書を発しない収入金については、

収入決定書により収納しなければならない。 

（納期限の指定） 

第１７条 第１５条の規定により通知をする場合の納期限については、別に納期限

が定められているものを除き、調定の日から起算して２０日以内において期日を

定めるものとする。 

（督促） 

第１８条 歳入徴収権者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の

３第１項又は令第１７１条の規定による督促をするときは、滞納者ごとに滞納整

理簿を作成し、納期限後２０日以内に督促状により督促しなければならない。 

（国庫支出金及び県支出金の取扱い） 

第１９条 歳入徴収権者は、国庫支出金及び県支出金の受入れに当たっては、次に

掲げる手続によらなければならない。 

⑴ 交付申請をしたときは、速やかに当該申請書の写しを会計管理者に送付する

こと。 

⑵ 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、直ちに第１４条の収入調

定通知書を会計管理者に送付すること。 

⑶ 現金及び有価証券の領収は、全て会計管理者とすること。 

（出納員等の収納事務） 

第２０条 出納員等は、現金（現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」
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という。）を直接収納したときは、様式第１号に規定する行田羽生資源環境組合

出納員領収印又は行田羽生資源環境組合現金取扱員領収印を押印した領収書を納

入者に交付しなければならない。 

（収納金の払込み） 

第２１条 出納員は、収納した現金を払込書により収納した日又はその翌日に指定

金融機関へ払い込まなければならない。ただし、会計管理者が払込みが困難と認

めたときは、この限りでない。 

（口座振替の方法による納付） 

第２２条 納入者は、口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、預金

口座を設けている指定金融機関に納入通知書等を提示し、その承諾を得て、口座

振替納付届を歳入徴収権者に提出しておかなければならない。 

２ 歳入徴収権者は、前項の規定により口座振替納付届の提出があったときは、口

座振替納入通知書を指定金融機関に送付しなければならない。 

（証券の条件等） 

第２３条 歳入の納付に用いる証券は、次に掲げる条件を具備していなければなら

ない。 

⑴ 記名又は持参人払式であること。 

⑵ 支払人が、銀行営業者であって手形交換所に加盟し、又は加盟している者に

交換を委託したものであること。 

⑶ 手形交換所加盟地域を支払地と定めたものであること。 

２ 前項に規定する条件を具備する証券であっても、次に掲げるものはこれを収納

することができない。 

⑴ 証券金額が納付金額を超えるもの 

⑵ 先日付小切手 

３ 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面に納入者の住

所及び氏名を記載の上押印させなければならない。ただし、やむを得ない理由が

あるときは、押印を省略することができる。 

（証券の受領拒絶） 
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第２４条 会計管理者は、次に掲げる証券について、その受領を拒絶しなければな

らない。 

⑴ 振出しの日から起算して８日を経過して提示された小切手 

⑵ 発行の日から起算して６月を経過して提示された郵政民営化法（平成１７年

法律第９７号）第９４条に規定する郵便貯金銀行（以下「郵便貯金銀行」とい

う。）が発行する振替払出証書及び為替証書 

（不渡小切手の処置） 

第２５条 令第１５６条第３項の規定による会計管理者の通知は、小切手不渡通知

書によるものとする。 

（不渡金額の通知） 

第２６条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日

の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、歳入

徴収権者及び指定金融機関にその旨を通知しなければならない。 

（不渡金額の徴収） 

第２７条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「小切手

不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金を納入させなければならな

い。 

（証券納付の表示） 

第２８条 出納員は、証券による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部

余白に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示

の傍らに証券金額を付記しなければならない。 

（使用料等の収納事務の委託） 

第２９条 管理者は、令第１５８条第１項の規定により、歳入の徴収又は収納の事

務を私人に委託し、その旨を告示したときは、当該私人に収入事務委託者である

旨の証票（様式第２号）を交付するものとする。 

２ 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、毎日その収

納した現金に収入計算書を添えて、出納員等に引き継ぐものとする。 

（消込み） 
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第３０条 歳入徴収権者は、会計管理者から納入通知書等の送付を受けたときは、

関係帳簿を整理し、その書類中訂正を要するものがあるときは、直ちに訂正通知

書により会計管理者に通知しなければならない。 

（欠損処分） 

第３１条 歳入徴収権者は、収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処

分の理由及びその調査の結果を記載した調書を添付した欠損処分伺を作成し、管

理者の決裁を受けなければならない。 

２ 歳入徴収権者は、歳入を欠損処分したときは、欠損処分調書を会計管理者に送

付しなければならない。 

（誤払金等の戻入れ） 

第３２条 令第１５９条に規定する誤払金等の戻入れの手続をしようとするときは、

収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入れしなければならない。 

（収入未済の繰越し） 

第３３条 歳入徴収権者は、当該年度において調定したもので収入未済となったも

のがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越さなければならない。 

２ 前項の場合において、前年度以前の収入未済額については翌年度の４月１日に、

当該年度の収入未済額については翌年度の６月１日に調定をしなければならない。 

第３章 支出 

（支出命令） 

第３４条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、次に掲げる事項を調

査し、確認した上、会計管理者に支出の命令をしなければならない。 

⑴ 押印の有無並びに所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名に誤りがない

こと。 

⑵ 法令又は契約に違反していないこと。 

⑶ 配当予算額の範囲内であること。 

２ 支出の命令は、正当な債権を有するものからの請求書によらなければならない。

ただし、請求書を徴し難いときは、支払額調書又は支出負担行為に必要な書類を

もってこれに代えることができる。 
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３ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、正当な債権を有するものの請求

書によらないで支出の命令をすることができる。この場合において、それぞれ当

該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。 

⑴ 報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金 

⑵ 報償金、謝金、報奨金、褒賞金、見舞金等（ただし、契約によるものを除く。） 

⑶ 寄附金、貸付金、出資金、積立金及び繰出金 

⑷ 行田羽生資源環境組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例（令和

４年条例第２１号）第５条及び行田羽生資源環境組合特別職職員の報酬及び費

用弁償に関する条例（令和４年条例第２２号）第６条に規定する費用弁償 

⑸ 官公署の納入通知書等により支出するもの 

⑹ 郵便局から購入した郵便切手、郵便はがき等の代金 

⑺ 令第１６０条の２第２号イ及びロに規定する経費 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が請求書を徴する必要がないと認め

たもの 

（支出伝票の取扱い） 

第３５条 支出の命令は、支出伝票により行うものとする。 

２ 支出伝票は、次により取り扱わなければならない。 

⑴ 予算科目の細節ごとに作成すること。 

⑵ １件の証拠書類で支出科目が２以上にわたるときは、主たる科目の支出伝票

に当該証拠書類を添付し、各支出伝票の摘要欄にその旨を付記すること。 

⑶ 同一債権者に対する支払が２以上の支出科目にわたる場合において会計管理

者が適当と認めるもの、又は職員に支払う給料及び職員手当等については、併

合の支出伝票を作成することができる。 

⑷ 継続費逓次繰越、繰越明許費、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払及び送

金払については、上部余白にその旨を記載すること。 

⑸ 支払期日又は支払予定日のある支出伝票は、当該支出伝票の欄外にその旨を

記載し、支払日の５日前までに会計管理者に送付すること。 

（支出伝票の添付書類） 
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第３６条 支出伝票には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次

に掲げる区分により要件の記載及び調書の添付をしなければならない。 

⑴ 報酬、給料及び職員手当等については、支給を受ける者の職氏名 

⑵ 旅費及び費用弁償については、出張の用務及び旅行日程並びに出張者の職氏

名等 

⑶ 需用費（光熱水費を除く。）、原材料費及び備品購入費については、用途、

名称、規格、数量及び単価等並びに納品書 

⑷ 委託料については、委託の内容及び金額並びに事実を証明する書類 

⑸ 使用料及び賃借料については、その土地又は物件の名称、所在地、期間、用

途及び金額等 

⑹ 公有財産購入費（不動産に限る。）については、名称、所在地、用途及び金

額等並びに移転登記済を証明する書類 

⑺ 負担金、補助金及び交付金については、支出の理由及び指令書又は通知書の

写し 

⑻ 貸付金については、貸付けの目的、金額及び根拠規定等 

⑼ 補償、補塡及び賠償金（物件の補償金に限る。）については、その物件の名

称、所在地、移転完了年月日等及び物件移転補償契約書 

⑽ 償還金、利子及び割引料については、その債券の名称、記号、番号、元金、

利率及び償還期限等 

⑾ 投資及び出資金については、その出資の目的、金額及び根拠規定等並びに担

保確認の書類 

⑿ 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにする書類 

（会計管理者の支払） 

第３７条 会計管理者は、支出伝票の送付を受け、その審査を終了し支払をすると

きは、領収欄に債権者の領収印を押印させ、又は別に領収書を徴さなければなら

ない。 

２ 前項の場合において、会計管理者は、預金払戻請求書を作成し、現金で支払う

ことができる。 
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３ 会計管理者は、官公署に対する支払金及び会計管理者の認める支払金で、当該

官公署の収納機関に払い込む必要があるものについては、指定金融機関に対し預

金払戻請求書を作成して当該収納機関へ払い込ませなければならない。 

４ 会計管理者は、指定金融機関が前項の規定による払込みを終了したときは、当

該収納機関をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。 

（債権者の領収印） 

第３８条 債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければなら

ない。ただし、請求者と領収者が異なるとき、又は紛失その他やむを得ない理由

により改印を申し出たときは、この限りでない。 

（領収書に代わる書類） 

第３９条 第５１条第１項の規定により、口座振替の方法で支払をしたときは、指

定金融機関の口座振替振込金受領書をもって債権者の領収書に代えるものとする。

ただし、会計管理者が認めるときは、別の方法によることができる。 

２ 第５０条第１項の規定により、郵便貯金銀行における振替口座振込の方法によ

り送金払をしたときは、郵便貯金銀行が発行する振替受領証をもって債権者の領

収書に代えるものとする。 

（資金前渡） 

第４０条 令第１６１条第１項第１７号に規定する規則で定める経費は、次のとお

りとする。 

⑴ 自治会その他の組合の協力団体に交付する補助金及び交付金 

⑵ 郵便はがき、郵便切手、印紙等即時払をしなければ調達が不能又は困難な物

件の購入費 

⑶ 交際費のうち即時払を必要とする経費 

⑷ 有料道路又は駐車場の利用に要する経費 

⑸ 講習会又は研修会の参加費その他これらに類する経費 

⑹ 検査又は登録手数料その他これらに類する経費 

（資金前渡の手続） 

第４１条 支出命令権者は、令第１６１条第１項各号に掲げる経費について、資金
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前渡の方法により支出しようとするときは、当該資金の支払の事務に従事する職

員（以下「資金前渡職員」という。）を指定し、当該職員を債権者として、第３

４条から第３６条までの規定の例により処理しなければならない。 

２ 前項の規定により資金前渡職員に資金を前渡する場合の額は、必要最小限度の

額とする。 

（前渡資金の管理） 

第４２条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特

別の理由がある場合を除き、前渡を受けた資金（以下「前渡資金」という。）を

金融機関に預金し、確実に保管しなければならない。 

（前渡資金の支払） 

第４３条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約書に基づ

き、その請求は正当であるかどうか、前渡資金の目的に適合するかどうかを調査

し、前渡資金出納簿に整理してその支払をし、領収書を徴さなければならない。

ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を

証明する書類をもってこれに代えることができる。 

（前渡資金の精算） 

第４４条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について支払が完了したとき

は、前渡資金精算書に領収書を添えて、当該経費に係る事務の終了後５日以内に

会計管理者に提出しなければならない。ただし、当該経費に係る事務の終了後５

日以内に精算が困難な前渡資金については、会計管理者と協議し、別の方法によ

りその精算をすることができる。 

２ 精算による前渡資金の残金は、直ちに返納通知書により支出した科目に戻入れ

し、その領収書を前渡資金精算書に添付しなければならない。 

（概算払） 

第４５条 令第１６２条第６号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。 

⑴ 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）等の規定に基づく保険料 

⑵ 委託料（概算払をしなければ事業の遂行に支障をきたす経費） 

（概算払の精算） 
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第４６条 概算払を受けた者は、当該経費に係る事務の終了後５日以内に概算払精

算書を作成し、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。 

（前金払） 

第４７条 令第１６３条第８号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。 

⑴ 有価証券保管料 

⑵ 保険料 

⑶ 土地、家屋又は物件の購入代金 

⑷ 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５

条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第２条第１項の

公共工事に要する経費 

（前金払の精算） 

第４８条 前金払を受けた者は、債権金額の変更等により精算の必要があるときは、

前金払精算書を作成し、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければな

らない。 

（部分払） 

第４９条 支出命令権者は、物件の既約部分、製造、修繕若しくは工事の既済部分

につき、完納又は完済前に契約金額の一部を支払う必要があるときは、物件の既

約部分についてはこれに相当する代価の金額を、製造、修繕又は工事の既済部分

についてはこれに相当する代価の１０分の９以内の額を、それぞれ支払うことが

できる。ただし、性質により分離可能な製造、修繕又は工事の完済部分について

は、これに相当する代価の金額までを支払うことができる。 

（送金払） 

第５０条 会計管理者は、遠隔地の債権者に支払をするとき又は特に送金が必要で

あると認めるときは、指定金融機関をして為替の方法により送金させることがで

きる。 

２ 会計管理者は、前項の場合において、債権者のため最も便利と認める金融機関

を支払場所としなければならない。この場合において、交通不便な地方の債権者

の請求により、その住所又は居所を支払場所に指定することができる。 
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（口座振替の方法による支払） 

第５１条 会計管理者は、指定金融機関又は管理者が指定する金融機関に普通預金

口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機

関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。 

２ 前項に規定する債権者の申出は、口座振替依頼書により行わせなければならな

い。 

（誤納金又は過納金の戻出） 

第５２条 令第１６５条の７に規定する誤納金又は過納金の戻出の手続をしようと

するときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなけれ

ばならない。 

（支払事務取扱時間） 

第５３条 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前９時から午後３時までとする。 

２ 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱時間を変更することができる。 

第４章 振替 

（振替の範囲） 

第５４条 次に掲げる事項は、振替収入通知書又は振替支出伝票により振替整理し

なければならない。ただし、会計管理者が振替収入通知書又は振替支出伝票の使

用を不適当と認めるときは、この限りでない。 

⑴ 各会計間又は同一会計内の収支 

⑵ 令第１４６条第１項及び第１５０条第３項の規定による繰越金及び歳計剰余

金の繰越し 

⑶ 各会計間における歳計現金の繰替運用 

⑷ 収支の年度及び科目の更正 

⑸ 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支 

⑹ 前各号に掲げるもののほか会計管理者が特に指定した事項 

（振替の手続） 

第５５条 振替収支の整理は、歳入徴収権者又は支出命令権者が振替収入通知書又

は振替支出伝票を発行し、会計管理者に送付しなければならない。 
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（振替の執行） 

第５６条 会計管理者は、振替収入通知書及び振替支出伝票の審査を終了したとき

は、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年

度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じく

する歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。 

第５章 歳入歳出外現金及び保管有価証券 

（年度区分） 

第５７条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分は、受払いを執行した日の

属する年度による。 

（整理区分） 

第５８条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により整理しなけ

ればならない。ただし、特に必要があるときは、会計管理者と協議し新たに区分

を設けることができる。 

⑴ 保証金 

ア 入札保証金 

イ 契約保証金 

ウ その他保証金 

⑵ 保管金 

ア 源泉徴収所得税 

イ 共済組合掛金 

ウ 市県民税 

エ 受託徴収金 

オ その他保管金 

⑶ 保管有価証券 

（歳入歳出外現金の収支手続） 

第５９条 歳入徴収権者は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、収入通知

書を発行し、納入者に納付書を交付して納付させなければならない。 

２ 支出命令権者は、歳入歳出外現金の支払をしようとするときは、支出伝票を発



 

行し、会計管理者に送付しなければならない。 

（歳入歳出外現金及び保管有価証券の繰越し） 

第６０条 会計管理者は、年度末において、歳入歳出外現金又は保管有価証券があ

るときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金及び保管有価証券の繰越しを

するときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。 

（準用規定） 

第６１条 第５７条から前条までに規定するもののほか、歳入歳出外現金及び保管

有価証券の取扱いについては、収支に関する規定を準用する。 

第６章 決算 

（決算資料の作成） 

第６２条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書並びに財

産調書の作成に必要な事項について、関係課長から資料の提出を求めることがで

きる。 

２ 関係課長は、前項の規定により会計管理者から要求があったときは、指定され

た期日までに資料及び説明書を提出しなければならない。 

第７章 検査 

（指定金融機関の検査） 

第６３条 会計管理者は、令第１６８条の４の規定により検査を実施するときは、

所属の職員のうちから検査員を命じて行わせることができる。 

（検査事項） 

第６４条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。 

⑴ 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。 

⑵ 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱い

に関すること。 

⑶ 公金の預金状況に関すること。 

⑷ 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認める事項 
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（検査の通知） 

第６５条 会計管理者は、指定金融機関の検査を実施するときは、その日時、場所、

項目並びに検査員の職及び氏名をあらかじめ当該金融機関に通知しなければなら

ない。 

第８章 監督責任、保管責任及び事務引継 

（会計管理者の監督責任） 

第６６条 会計管理者は、現金の出納保管の事務について、出納員等及び資金前渡

職員を監督しなければならない。 

（出納員の監督責任） 

第６７条 出納員は、現金の出納保管の事務について、所属の現金取扱員を監督し

なければならない。 

（保管責任） 

第６８条 出納員等及び資金前渡職員は、現金、有価証券及び小切手の保管につい

て、善良な管理者の注意を怠ってはならない。 

（亡失、損傷等の報告） 

第６９条 出納員等及び資金前渡職員は、その保管している現金、有価証券又は小

切手について、亡失、損傷その他の事故があるときは、直ちに事故報告書を作成

し、会計管理者を経て管理者に提出しなければならない。 

（事務引継） 

第７０条 異動する出納員又は現金取扱員は、速やかに現金、書類及び帳簿等を後

任者に引き継がなければならない。 

２ 異動する出納員又は現金取扱員は、前項に規定する引継ぎを行うときは、帳簿

の末尾に引継年月日を記入し、前任者及び後任者が署名しなければならない。 

３ 第１項に規定する引継ぎを行う場合において、事故その他の理由により自ら引

き継ぐことができないときは、管理者が命じた職員が引継ぎの手続をしなければ

ならない。 

第９章 帳簿、帳票等 

（会計管理者の帳簿） 



 

第７１条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければなら

ない。 

⑴ 現金出納簿（収支日計報告書） 

⑵ 歳入簿（収入伝票、歳入月計簿） 

⑶ 歳出簿（支出伝票、歳出月計簿） 

⑷ 前渡資金整理簿 

⑸ 概算払整理簿 

⑹ 小切手整理簿 

⑺ 歳入歳出外現金整理簿 

⑻ 保管有価証券整理簿 

⑼ 公有財産整理簿 

⑽ 基金整理簿 

（課長の帳簿） 

第７２条 課長は、次の帳簿を備えて整理しなければならない。 

⑴ 歳入予算差引簿 

⑵ 歳出予算差引簿 

（出納員の帳簿） 

第７３条 出納員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。 

（帳簿の作成） 

第７４条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿につ

いては、年度区分を明確にし、継続して使用することができる。 

（帳簿の記載） 

第７５条 帳簿の記載は、収支に関する書類その他証拠となるべき書類によらなけ

ればならない。 

２ 前項に規定するもののほか、帳簿の記載に当たっては、次の各号によらなけれ

ばならない。 

⑴ 各口座に索引を付すこと。 

⑵ 各欄の事項及び金額は、遡って記載しないこと。 



 

⑶ 毎月末に月計及び累計を付すこと。ただし、帳簿の性質上これを付す必要の

ないものは、この限りでない。 

（指定金融機関との収支照合） 

第７６条 会計管理者は、収入金日計表及び支払金日計表を作成し、行田羽生資源

環境組合指定金融機関事務取扱規程（令和４年告示第２号）第８条に規定する収

支日計報告書（兼現金出納簿）及び現金勘定現在高表と照合しなければならない。 

（帳簿、帳票等の様式） 

第７７条 この規則の施行について必要な帳簿、帳票等の様式は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第４条関係） 

設置箇所 出納員に充

てるべき職 

出納員が委任を受ける事

務 

現金取扱員

に充てるべ

き職 

現金取扱員が

委任を受け

る事務 

総務施設課 課長 １ 現金及び有価証券の

収納 

２ 入札保証金及び契約

保証金の収納 

３ 寄附金の収納 

４ 物品の収納及び保管 

５ その他所管に係る諸

収入金の収納 

総務施設課

該当職員 

出納員の事

務に同じ。 

様式 略 


